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　朝日町立義務教育学校「あさひ未来学園」建設の
設計にあたり、校内の配置計画の説明会を開催します。
　当日はキッズスペースを設けますので、小さなお子
さま連れの方も気軽にお越しください。皆さまのご参
加をお待ちしております。

▶日　時
　３月 28 日（土）午後１時 30 分～午後３時予定
▶場　所
　創遊館 ワークルーム３・４
▶参加対象
　町内在住の方（小学生から大人まで）
▶参加申込
　右二次元コードから申し込み、または問合せ先に
　お電話にて申し込みください。

▶申込期限
　３月 23 月（月）

▶申込・問合せ先　
　教育文化課
　義務教育学校創設準備室
　☎６７- ３３０２

あさひ未来学園設計説明会のお知らせ
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　町では、地域の方々にご協力をいただき、町内の小
学校で「放課後子ども教室」を開設しています。
　この活動は、少子化による少人数での下校や帰宅後
の遊び仲間が減少していることから、地域住民と交流
を図りつつ、下校まで集団で遊べる場を確保し、豊か
な体験の場と帰宅時の安全を確保する取り組みです。
　そこで、放課後に子どもたちと交流しながら、自由
遊びなどによる見守る活動にご協力いただける「放課
後子ども教室サポーター」の募集を行っています。子
どもたちと楽しく触れ合いながら活動してみません
か。皆さんのご応募お待ちしております。

▶実施日
　平日の登校日
▶時　間
　午後２時～午後４時まで
　（当番表で時間帯をお知らせします）

▶場　所
　西五百川小学校・宮宿小学校・大谷小学校
　（校庭・体育館）
　※希望する小学校での活動となります。
▶内　容
　放課後に子どもたちの活動を見守ったり、一緒に
　遊んだりする活動です（月３～４回程度）
　※開設日に原則２名で活動を行います。
▶申込期限
　随時受付しています。
▶その他
　活動時間に応じて報酬をお支払いします。

▶申込・問合せ先
　教育文化課 生涯学習係　☎６７- ２１１８

「放課後子ども教室サポーター」を募集しています



　果樹経営の安定対策を図るため、改植・新植や園
地整備への支援を行いますので、事業を活用する生
産者は３月末までに申請してください。なお、②果
樹経営支援対策事業については６月末にも２回目の
申請受付を予定しています。

▶支援事項
　①果樹先導的取組支援事業
　　【対　象】令和８年中に概ね 10a 以上の改植・

新植を行う場合への支援
　　【補助率】対象事業費の 1/2
　②果樹経営支援対策事業
　　【対　象】令和９年中に概ね 10a 以上の改植・

新植を行う場合への支援
　　【補助率】
　　・主要果樹の慣行栽培は改植 17 万円 /10a、
　　　新植 15 万円 /10a
　　・りんごのわい化やロンバス栽培は
　　　改植 33 万円 /10a、新植 32 万円 /10a　など
　　【要　件】10a あたりの下限本数以上の本数を植

栽すること
 　　※下限本数は品目・樹形によって異なります。

　＜①②共通事項＞
　・承認される前の着工は不可（申請からおおよそ
　　1 カ月半後）
　・振興品目・品種のみが対象
　・改植の場合は伐採及び伐根が必須
　・主要果樹は上記の補助に加えて、未収益期間支
　　援 22 万円 /10a あり
　・りんごのわい化栽培の場合は、町で 16 万円 /10a
　　の上乗せ補助あり
　・申請には苗木や肥料、伐採・伐根に係る見積書、
　　改植・新植の前後の植栽図面等が必要
　③果樹園地内の整備事業
　　【対　象】10a 以上の果樹園地内での排水路（暗

渠・明渠・U 字溝）、揚水設備の設置 
工事を行う場合への支援（修繕や更
新は不可）

　　【補助率】対象事業費の 1/2
　　【要　件】収入保険または果樹共済に加入してい

ること　など
▶申　込
　３月 31 日（火）まで申込先までお申込みください。

▶申込・問合せ先
　農林振興課 農政係　☎６７- ２１１４

果樹の改植・新植、園地整備への支援のお知らせ

　テレビ共聴施設の改修や、組合へ新規加入する場
合の経費に対する補助を行っています。費用や組合
員数により補助額が変わりますので、詳しくはお問
合せください。
▶対象となる経費
　（１）施設の新増設、改修（ケーブルの張替や故障
　　　 修理等を含む）
　（２）組合への新規加入の際の設備整備費用

▶補助金額
　（１）改 修 等 ：費用の 2 割など
　（２）新規加入：費用から 5 万円を差引いた額
▶その他
　必ず工事着手前に申請してください。

▶申請・問合せ先　
　政策推進課 総合政策情報係　☎６７- ２１１２

テレビ共聴施設補助事業のお知らせ

　山形県労働委員会は、個々の労働者と事業主間の
労使関係トラブルについて、「あっせん」を行ってい
ます。「あっせん」は、公益・労働者・使用者代表の
三者委員が当事者双方の主張をお聴きし、話し合い
により解決を図る制度です（無料・秘密厳守）。お気
軽にご相談ください。
　詳しくは県ホームページをご覧ください。 ▶申込・問合せ先　

　山形県労働委員会事務局　☎０２３- ６６６- ７７８４

労使間のトラブル解決に向けてお手伝いします

◀県ホームページ
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▶開館日時
　４月から開館時間が変わります
　午前 10 時～午後３時 30 分（月～木）
　午前 10 時～午後５時（金）

▶定期開催　
　・リバイバルダンスの日（毎週木曜日）
　・スマホ使い方相談会（毎週水・木曜日）
　・健康麻雀教室（毎週金曜日）
　・女性麻雀教室（毎週火曜日 午後３時まで）
　・リメイク教室（15 日 午後１時から）
▶特別開催「ひな祭り」
　4 月末日まで開催します。
　15 日（水）と 21 日（火）の 2 日間は抹茶と和菓
　子があります。（１人 500 円）

▶申込・問合せ先　
　みんなの居場所 すぽっと　☎８４- ０２０２

みんなの居場所 すぽっと４月の開館予定表

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

　国民年金は高齢になったとき、病気や事故で障がいが残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、
働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。20 歳以上 60 歳未満の方は加入
し保険料を納めることが義務付けられています。
　20 歳になった方には、日本年金機構から後日「基礎年金番号通知書」がお手元に届きます。この基
礎年金番号通知書は、加入する年金制度の変更手続きや年金の請求など一生をとおして使用しますので
大切に保管してください。

▶国民年金のポイント
　・将来の大きな支えになります
　　国が責任をもって運営するため安定しており、年金の給付は生涯にわたって保障されます。
　・老後のためだけのものではありません
　　国民年金には、高齢になったときの老齢年金のほか、障害年金や遺族年金もあります。障害年金は、
　　病気や事故で障害が残ったときに受け取れます。遺族年金は、加入者が亡くなった場合、その加入
　　者により生計を維持されていた遺族（「子のある配偶者」や「子」）が受け取れます。
▶「学生納付特例制度」と「納付猶予制度」
　・学生納付特例制度
　　学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付
　　が猶予される制度です。
　　学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学
　　校（修業年限１年以上である課程）、一部の海外大学の日本分校に在学する方が対象となります。
　・納付猶予制度
　　学生以外の 50 歳未満の方で、ご本人および配偶者の所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料
　　の納付が猶予される制度です。
▶その他
　保険料を未納のまま放置すると、年金の給付を受け取ることができない場合があります。保険料には
　学生納付特例制度、納付猶予制度のほか免除制度があります。相談や手続きの詳細は問合せ先までお
　問い合わせください。

▶問合せ先　寒河江年金事務所 国民年金課　☎８４- ２５５１（自動音声案内：５）
　　　　　　税務町民課 住民生活係　☎６７- ２１１９

20 歳になったら国民年金



・4 月の土曜診療は 4 月 4 日です。　
・発熱や風邪症状のある方は、来院前に必ず電話連絡をお願いします。
・3 月の眼科は火曜日がすべて休診となります。木曜日は 3 月 19 日が休診となります。
・4 月からの医師異動について
　内科常勤　武田卓也先生から渡会瑠斗先生に変更。
　整形外来　宇野智洋先生から濱崎正康先生に変更。
　眼科外来　火曜日は中村まどか先生から羽角秀太先生、木曜日は稲村江里子先生から新野純平先生に変更。

・受付時間：午前 11 時 30 分まで　
　※月曜日の肝臓外来受付は午後２時 30 分まで（診察は午後 1 時 30 分から）
　※眼科外来受付は午後 3 時 30 分まで（診察は午後２時から）
　※一部診療科で予約制を導入しておりますが、予約なしの方でも受診できます。
　※変更となる場合がございますので、詳しくはお問合せください。

▶問合せ先　町立病院　☎６７- ２１２５

町立病院　外来診察予定表
日 月 火 水 木 金 土

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後
3/16 3/17 3/18 3/19 3/21 3/21

内科
整形 肝臓

内科
糖尿
外科

内科 内科 休日当番医

3/22 3/24 3/24 3/25 3/26 3/27 3/28

休日当番医 内科 肝臓
内科
糖尿
外科

内科 内科 眼科
内科

循環器
整形

3/29 3/30 3/31 4/1 4/2 4/3 4/4

休日当番医 内科
整形 肝臓 内科

外科 内科 内科 眼科 内科
循環器 土曜診療

4/5 4/6 4/7 4/8

休日当番医 内科
整形 肝臓

内科
糖尿
外科

眼科 内科

町長と語る日
▶日　　付　４月７日（火）
　※時間を設定したい方はご連絡ください。
▶問合せ先　総務課 総務係　☎６７- ２１１１

総 合 相 談
( 心配ごと・行政・人権・婦人 )

▶日　時　４月２日（木）、16 日（木）
　　　　　午後１時～午後３時
▶会　場　役場１階 多目的ルーム

心配ごと相談
▶日　時　４月 23 日（木）午後１時～午後３時
▶会　場　役場１階 多目的ルーム

教育相談
▶日　時　４月７日（火）午前 10 時～午後４時
▶電話相談先　教育文化課 学校教育係
　　　　　   　 ☎６７- ３３０２

４月の各種相談日
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▶日　時
　３月 29 日（日） 午後２時キックオフ
▶場　所
　ＮＤソフトスタジアム山形（天童市）
▶対戦相手
　栃木シティ
▶前売り価格
　・バックスタンド指定席ゾーン１・４
　　一般：2,000 円／高校生以下：300 円
　・ホーム自由席・ホーム自由南席
　　一般：1,300 円／高校生以下：無料
▶当日価格
　・バックスタンド指定席ゾーン１・４
　　一般：2,300 円／高校生以下：500 円
　・ホーム自由席・ホーム自由南席
　　一般：1,600 円／高校生以下：無料
　※当日券を購入する際、町内に在住・在勤を証明
　　できるもの（運転免許証、健康保険証、社員証等）
　　が必要になります。

▶購入方法
　前売り販売／「Ｊリーグチケット」（ＷＥＢ購入）
　当日販売／スタジアム当日券売場
　※創遊館での窓口販売は行っておりませんのでご
　　注意ください。

▶問合せ先　
　教育文化課 生涯学習係　☎６７- ２１１８

モンテディオ山形ホームゲーム「朝日町応援デー」のお知らせ

◀モンテディオ山形ＷＥＢサイト

▶日　時
　４月４日（土） 午後１時開演
▶場　所
　大谷山 永林寺（朝日町大谷 1861）
▶内　容
　大谷音楽教室生徒の発表
　音楽愛好家の演奏
　永林寺住職のお話
　お坊さんバンド THE ZEN ライブ

▶その他
　・大般若まつり同日開催（午前 11 時より）
　　御祈祷承ります。詳しくはお問合せください。
　・キッチンカーも来ます。参加費無料ですので、皆
　　さまお気軽にお越しください。

▶問合せ先
　永林寺　☎６８- ２１７２

永林寺　春の音楽フェスタのお知らせ
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　労働問題に詳しい労働委員会委員が、解雇など労
使間トラブルでお悩みの方の相談に対応します。

（無料・秘密厳守）

▶日　時
　４月 16 日（木）、５月 14 日（木）、７月９日（木）
　８月 20 日（木）、９月 10 日（木）
　午後１時～午後２時まで
▶場　所
　村山総合支庁本庁舎６階
　※オンライン相談も受け付けます。開催日前日の
　　正午までご予約ください。

▶予約・問合せ先
　山形県労働委員会事務局　☎０２３- ６６６- ７７８４

労働悩みごと相談会

　軽自動車税は、４月 1 日現在の所有者に対して課
税されます。廃車や譲渡、転出の手続きが終わって
いない車両がありましたら、３月 31 日までに手続き
をお願いします。
※手続きが４月１日以降になると、令和８年度も課　
　税となります。

▶手続きの必要な方
　①車は廃車したが、廃車届を提出していない方
　②車両を他人や世帯内の方に譲渡し、名義変更手
　　続きをしていない方
　③住所が変わったが、車検証に記載されている住
　　所の変更手続きをしていない方

▶手続き先
　①山形ナンバーの車はディーラー、または県軽自
　　車検査協会（☎０５０- ３８１６- １８３５）
　②山形ナンバーの二輪車はディーラー、または山
　　形運輸支局（☎０５０- ５５４０- ２０１３） 
　③朝日町ナンバーの車両は役場での手続きとなり
　　ます。手続きの際、納税義務者の印鑑と手続き
　　する方の本人確認できるものが必要です。また、
　　廃車・転出の場合は、ナンバーをご返却ください。
　　紛失した場合、実費弁償金として 1 枚 300 円い
　　ただきますので、ご注意ください。

▶問合せ先　
　税務町民課 税務係　☎６７- ２１０７

軽自動車の廃車・変更手続きについて

　県では、最低賃金の引上げに伴って賃金を引き上
げた中小企業・小規模事業者様に対し、対象となる
労働者の人数に応じて、支援金を支給します。 
　詳しくは特設 WEB サイトをご覧ください。 

▶問合せ先　
　山形県賃金引上げ緊急支援事業事務局
　☎０５７０- ０２５- ８０２

山形県賃金引上げ緊急支援金

◀特設WEBサイト

町から発信したお知らせや各種行政情報、災害等の情報を受け取れます。ぜひご登録のうえ、ご活用ください。

▶防災無線確認用電話番号（放送内容は24時間保存）　☎０８００- ８００- １１７９（無料）

町の公式情報発信ツールをご活用ください

▲町公式 LINE ▲町公式 X（旧 Twitter） ▲防災情報メール ▲町公式 Instagram


